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標題   ｺﾝﾊﾟｸﾄなまちづくりを目指す豊田市の新たな区画整理手法に関するｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの提案 

氏名(所属) 豊田市役所 都市整備部 区画整理１課 甲村尚義 

 

１ はじめに                                          

 豊田市は、愛知県のほぼ中央に位置し、かつて養蚕製糸業で栄えた挙母(ころも)町が前身で、昭和

初期の不況で存亡の危機に立ったが、自動車産業を誘致することに成功し、現在では、ﾄﾖﾀ自動車が

本社を置く企業城下町として世界有数の産業都市となった。特に、平成 17 年の周辺 6 町村の合併や

活発な産業活動により全国各地から人が集ま 

り、現在人口は約 42万人(合併前は約 36万人) 

を数えると共に、市域の約 70％を森林が占める 

広大な面積を持つ都市に成長してきた。 

一方、昨今の子育て世代(住宅取得世代)の 

市外転出超過、少子高齢化の進展、更には全国 

の地方都市が抱える人口減少問題は、本市の喫 

緊の課題と捉え、魅力ある低炭素な暮らしを目 

指す中、効果的な宅地供給促進施策に鋭意取り 

組んでいる。 

中でも、宅地供給促進施策の柱である区画整 

理事業は、人口増加あるいは人口確保の受け皿 

の役割を果たしており、本市では、昭和 31 年の挙母駅前地区を皮切りに、鉄道駅周辺等の利便性の

高い地域を中心に取り組み、現在までに 26地区で事業を行い、市街化区域の約 17％が整備済。現在、

施行中の 5地区を合わせると約 22％が整備される予定である。[図 1] 

２ 本市における区画整理を取り巻く状況                                                    

長引いた経済の低迷やｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ化の影響は、大企業(本市ではﾄﾖﾀ自動車等)の経営状況に多大な影響

を与え、それに伴う税収の確保が課題となる等、本市の大規模事業にも大きな影を落としている。 

このような背景において、着実かつ計画的な事業推進(宅地供給)を図るためには、改革・改善・工

夫の視点により、従来の進め方に捉われない事業取組が必要である。本分科会で提案する“新たな区

画整理手法に関するｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ”については、これまでの画一的な設計手法に捉われない新たな手法等

を中心に、本市が今後進める区画整理事業の運用指針として位置付け、早期の地域合意形成、事業期

間の短縮、事業費の削減の一翼を担うものであると考えている。 

３ 区画整理の事業効果の検証                                  

一般的な区画整理事業の効果は、言うまでもなく、宅地の利用増進、住環境の整備改善に加え、交

通利便性、防災性、生活環境、経済活動等、広い範囲に渡るが、個々を見ると数値的な根拠を示すこ

とが困難で、大半が定性的効果に終始していることから、費用対効果の観点からも説得力に欠ける。 

そこで、今回提案する“新たな区画整理手法”をより明確にするため、平成 24 年度に行った本市

の具体地区での定量的指標、いわゆる事業効果の検証結果を紹介する。検証にあたり、まずは、数値

化可能な効果(定量的)と数値化困難な効果(定性的)に区分した。 

この数値化可能な効果の１つに｢税収効果｣があり、今回、建物戸数・人口・地価上昇等による固定

資産税・都市計画税・住民税における市税増収に加え、人口増に伴う消費活動の活発化による経済波

及効果による市税の増収効果についても確認した。前提条件は、[図 2]のように、仮換地指定を同時

に全域で行い、その翌年から事業が実施され、概ね 20年後には地区の約 94％が都市的土地利用(ﾋﾞﾙ

ﾄｱｯﾌﾟ)が図られると仮定し、本市の完了 25 地区(検証時箇所数)の市費の投資額と市税収入の累積額

の推移を確認した。市の投資額に対する回収年次を見比べると、[図 3]のように、事業特性(特に立

地条件等)により大きく異なり、既成市街地では、回収までに 25 地区の平均値で約 28 年に対し、新

市街地では、平均約 13年(H24までに投資額の約 10倍の市税収が発現済)といった結果が確認された。 
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このように、事業の整備ｸﾞﾚｰﾄﾞ(単独市費の投入度合)にもよるが、比較的、短期完了が見込める新市

街地は、税収等の事業効果の発現がｽﾋﾟｰﾃﾞｨであることが、数値的にも確認できた。 

本市では、平成 20 年度以降、市の助成制度を一部見直し、組合事業に対する金銭的支援を手厚く

した経緯がある。今後、事業立上げを予定している地区においても、検証結果では概ね良好な結果が

確認され、事業支援に似合った事業効果が期待される。 

４ コンパクトなまちづくりを目指す“新たな区画整理手法に関するｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ”の具体内容                         

ここでは、本題である“新たな区画整理手法”の内容について順次紹介する。 

前述のように、区画整理は総合的な観点から事業効果の発現が見込める有効な市街地整備手法である

が、本市では、鉄道駅周辺等でｺﾝﾊﾟｸﾄなまちづくりを目指し、複数地区で事業を進める一方で、事業

ﾋﾟｰｸの重複による年度毎の事業費の高額化や専門職員不足等が喫緊の課題となっている。 

当ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝでは、区画整理のﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞにおける｢設計｣、｢運営｣の視点により、地域の実情に合った

手法の選択等、本市独自の考え方に加え、環境ﾓﾃﾞﾙ都市に相応しい環境配慮の｢導入｣の視点を加えた

3つの柱でとりまとめた。[図 4] 

(Ⅰ)設計編(新たな区画整理手法)                               

設計編では、画一的な設計を解消し、既存ｽﾄｯｸや地形を生かし自由度のある設計方針の導入を中心

に、①｢土地区画整理事業運用指針を柔軟に活用した既存ｽﾄｯｸ活用型の区画整理｣、②｢低未利用地を

有効活用した飛び施行地区の区画整理｣、③｢調整区域内地区計画と連携した整備手法の活用｣につい

てとりまとめた。ここでは、①｢土地区画整理事業運用指針を柔軟に活用した既存ｽﾄｯｸ活用型の区画

整理｣について紹介する。これまでは、土地区画整理法の設計基準等に重点を置き、画一的な区画整

理設計となっていたため、場合によっては、多くの建物移転が発生し事業費の増大や事業期間の長期

化を招いた。 

そこで、本提案は[図 5]に示すように、土地区画整理事業運用指針を柔軟に活用し、現況の道路、

建物、地形等の既存ｽﾄｯｸを活用した設計により進めることで、これらの課題を解消し新たな事業効果

を期待するものである。 

 具体的には、(1)道路(既設道路の線形・幅員を 

活用した道路計画)、(2)宅地(現況地形を重視し 

た造成計画)、(3)公園緑地(地区外の公園配置、 

現況を考慮した配置計画)、(4)河川・調整池(現 

況河川線形を重視、既存機能(溜池等)を考慮した 

排水計画)の視点を設計に取り入れることで、｢事 

業費の軽減(建物移転補償費、整備費削減)、事業 

期間の短縮、権利者の負担軽減｣等の事業効果が 

期待できると考えており、その内の既存道路の拡 

幅を一例に詳細を紹介する。 

一般的な道路設計では、沿道の土地利用状況や 
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道路設計基準等を考慮し、大半が両側拡幅の 

計画となるところを、当ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝでは、でき 

るだけ移転建物の削減に配慮し、片側拡幅を 

前提に設計することに加え、土地区画整理法 

施行規則第 9条第 3号に基づく区画道路幅員 

についても運用指針を柔軟に活用する中で、 

本市の開発許可技術基準の運用範囲内(特例 

値 5ｍ)に着目し、状況により幅員縮小値を採 

用するものである。一方この既存ｽﾄｯｸを活用 

することで、市街地形成の増進が見込めない 

存置地権者が増加し、合意形成に支障をきた 

すことも想定されるため、当手法の採用にあ 

たり“存置権利者に対する減歩緩和策等が有 

効”と考え、ここでは 2つの方策を提案する。 

◆｢市街地形成の熟度･増進が見込めない等、宅地利用状況に応じた整理前路線価の設定｣による減歩

緩和策 

 従前の土地評価において、一般に 1地区で 1つの値を以って、整理前路線価を設定し、従前の宅地

評価を行うのが通例であるが、現道の拡幅がなされず、建物移転の必要がない宅地(例えば、既存の

開発エリア)の接する路線については、市街地形成の熟度が高く、宅地の利用状況も他と比べ良好で

あるため、“整理前路線価の宅地係数(u・P・Q)”に差を付け、従前宅地の評価を上げることにより、

減歩緩和を行うもので、この整理前路線価の宅地係数の設定にあたっては、路線の左右で宅地の利用

状況が異なる場合、異なる２つの路線価(２重路線価)を付け、従前宅地の状況に応じ、きめ細かい路

線価の設定を行うものである。 

◆｢建物移転の有無を考慮した従後宅地評価の画地指数の修正｣による減歩緩和策 

 従後の土地評価において、土地評価基準の画地修正指数の修正により、建物移転の有無による利用

増進に差を付け評価を行うもので、移転しない建物が存する換地は、従後の宅地評価に“存置建付地

修正係数”を乗じ、従後の宅地評価を減ずる。(他都市の駅周辺既成市街地の施行者独自の特例事案

を参照した考え方を参考) 

区画整理の最も重要な作業は仮換地指定であることは言うまでもなく、この減歩緩和策と組み合せ

た設計手法等についても、合意形成が前提であることを鑑みれば、設計案または仮換地案の公表段階

において、移転の有無を明らかする手法、いわゆる想定換地(概略換地)等の導入が有効と考える。 

ただし、これらはｺｽﾄ面だけが先行することなく、区画整理事業の目的や本質から逸脱しない範囲

での運用・合意形成に心掛けることが重要で、その結果として、建物移転補償費(事業費)の軽減や事

業期間の短縮と共に、地権者への負担軽減が期待される。 

(Ⅱ)運営編(業務代行方式等)                                 

運営編では、民間事業者のﾉｳﾊｳを有効活用し、円滑で健全な事業運営の確保を目的に、｢民間活力

を活用した業務代行方式｣や｢民間事業者包括委託方式｣等の積極的な導入について整理した。これま

でも、業務代行方式は土地バブル期に、民間事業者包括委託方式は職員不足が顕著な震災復興地域等

で、導入が進められている手法である。先ほどの事業効果で確認されたように、駅周辺の新市街地で

の事業については、多くの魅力ある保留地が見込める特性から、短期集中で事業完了することが、最

も効率的に事業効果が発現されることと捉え、平成 26 年度、駅周辺の組合事業において、本市で最

初の業務代行方式導入を前提に、地域との合意形成等に取り組んでいる。 

一方、市施行地区においては、本市の平成 17 年度合併以降の職員不足や、将来の土地活用・保留

地処分の不安等が生じる中、復興地域等で一部導入している民間事業者包括委託方式(施行者である

地方公共団体が行う業務の相当部分を一括して民間事業者に委託する方式)についても、本ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ

に掲載すると共に、当方式のﾒﾘｯﾄ･ﾃﾞﾒﾘｯﾄをふまえ、導入に向けた研究をしていく考えがある。 

2027年のﾘﾆｱ中央新幹線開業を見据え、現在、市内の民間軌道の一部(市域南部で名古屋に最も近い

区間)の高架・複線化を目指し事業者と協議中で、本市が目指すｺﾝﾊﾟｸﾄなまちづくりの実現に向けて、 
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鉄道沿線、特に駅周辺の利便性やﾎﾟﾃﾝｼｬﾙの高い地域を中心に、今後も市街地整備を進めていく地域

が残っており、これらの地区については、財政状況の不安定なもと、人口減少が進む状況の中で、早

期の効果発現等が期待できる民間活力を活用したｽﾋﾟｰﾄﾞ感ある施策が有効である。 

(Ⅲ)導入(環境配慮)                                     

導入編では、市街地における低炭素社会の実現に向けた環境施策の面的導入を目的に、「環境配慮

型区画整理ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝを活用した環境配慮計画」についてとりまとめた。 

環境ﾓﾃﾞﾙ都市に選定された本市は、特性と強みである「交通・産業・森林」に「民生・都心」を加え

た 5 分野を中心に、家庭内・ｺﾐｭﾆﾃｨでのｴﾈﾙｷﾞｰの有効利用、低炭素交通ｼｽﾃﾑの構築、市民のﾗｲﾌｽﾀｲﾙ

の転換等に取り組んでいる。特に、都心地区では、これらの先駆的な取組を一元的に情報発信する場

(見せる化)として、低炭素社会ﾓﾃﾞﾙ地区(とよたｴｺﾌﾙﾀｳﾝ)を整備した。今後、具体的に市街地側で CO2

排出削減を図り、低炭素まちづくりを実現していくためには、これらの取組から得られる知見や課題

をﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸし、実装化していくことが、必要不可欠であると考えている。 

特に、区画整理事業は、広い範囲で一定期間内に、建物更新等されることを捉え、個々の環境施策

導入に留まらず、一体的に取り組むことが、CO2削減の効果を一層高めるものと考え、本市では施行

者自らが、環境対策に取り組むための指針(環境配慮型区画整理ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ/平成 23年度作成[図 6])の

活用により、公共施設や住宅地での環境対策の具現化を目指す中で、各地区のまちづくりにおける環

境対策を具体的に示す環境配慮計画を策定し、事業計画への反映に努めていくものである。具体的に

は、地区の特性を十分に調査し、実現可能な環境対策を検討する中で、環境への配慮を地区固有の魅

力づくりに繋げるため、まちづくりﾃｰﾏを設定する。その後は、実施予定の環境施策ﾒﾆｭｰや選定根拠

を整理するため、施策の実施位置を示した平面図や選択様式等の作成のほか、集合保留地、集約換地、

環境に配慮した建物の誘導(ｴｺﾏﾝｼｮﾝ等)等、事業の計画段階から地元や各事業者との調整が必要な施

策についても、同様に事業計画との調整・整合を図っていく。これらが、環境配慮計画の基本的構成

であり、本市では施行中地区のほか、今後、事業立上げを予定する新規地区においても、環境配慮計

画が反映された事業計画を基に、事業を進めていく 

こととした。 

 本市は環境ﾓﾃﾞﾙ都市として、今年度から 5年間で、 

第 2次豊田市環境ﾓﾃﾞﾙ都市ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝがﾘｽﾀｰﾄした。 

区画整理は、ｽﾏｰﾄﾀｳﾝ促進事業の一部に位置付けられ、 

主に民間主導ではあるが、事業進捗に合わせたｽﾏｰﾄ 

ﾊｳｽ等の誘導を図っていくこととなっている。環境部 

門では日々技術革新が進んでいる中、足の長い事業 

である区画整理との整合は難しい課題が多分にある 

が、施行者は、今回提案するｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝを基に、可能 

な限りまちづくりへの環境施策の具現化に鋭意取り 

組んでいくものである。 

５ さいごに                                          

以上が、本市独自でとりまとめた、ｺﾝﾊﾟｸﾄなまちづくりを目指した“新たな区画整理手法に関する

ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ”の概要であり、本市では、これを機に、鉄道駅周辺で事業化を控える計画・検討地区にお

いて、積極的な導入を進めていきたいと考えている。 

昨今の国の動向は、地価変動のリスクが大きく影響するとされる新市街地整備の抑制の考えがある

中、これまでに述べたように、本市では駅周辺等の拠点での市街地整備の候補地が残されている。 

今後、これらの地区のﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞでは、事業地区の状況を踏まえ、提案した 3つの視点(設計・運営・

導入)による手法を、うまく組み合わせることで、より効果的な事業計画はもとより、円滑な事業実

施が期待できるものと考える。土地区画整理法が昭和 29年に制定され、半世紀以上、約 60年が経過

する中、本市は、基準の許容範囲内かつ合意形成を前提に、時代の変化やニーズに応えるべく、工夫・

改善がなされた事業の進め方に、際限はないと捉えるとともに、本市の区画整理事業の“ミライのフ

ツー“の姿となるよう、今後も事業効果や費用対効果に留意し、柔軟な視点のもと、事業に取り組ん

でいきたいと考えている。 



 


